
 - 1 - 

高畠町農業委員会第３４回総会議事録 
 

１．開催日時 令和８年３月２５日（水）午後１時３０分から午後２時１５分 

２．開催場所 高畠町役場 委員会室 

３．出席委員（１３名） 

   会長      １番  山 口 令 和 委員 

２番 佐 藤 泰 彦 委員 ３番 山 田 文 則 委員 

４番 髙 梨 修 一 委員 ５番 長谷川 みどり 委員 

６番 横 山 裕 一 委員 ７番 齋 藤 真 徳 委員 

８番 嶋 津 功 美 委員 ９番 黒 田 雅 幸 委員 

１２番 栗 田 亮 一 委員 １４番 庄 司 和 美 委員 

１５番 萩 原 拓 重 委員 １６番 髙 橋 正 利 委員 

４．欠席委員（３名） 

１０番 菅 野 仁 一 委員 １１番 高 橋   稔 委員 

１３番 安 部 春 一 委員   

５．遅刻委員（‐名） 

    なし 

６．議事日程 

 第 １ 議事録署名委員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 付議事項 

  報第 ５４号  新規就農者の申出について…………………………………………………３件 

  報第 ５５号  農地法第１８条第６項の規定による通知について……………………２４件 

  議第１４９号  農地法第３条第１項の規定による所有権の移転許可申請に対する農業委員 

          会の許可について…………………………………………………………１９件 

  議第１５０号  農地法第３条第１項の規定による賃貸借権の設定移転許可申請に対する農 

          業委員会の許可について…………………………………………………３２件 

  議第１５１号  農地法第３条第１項の規定による使用貸借権の設定移転許可申請に対する 

          農業委員会の許可について…………………………………………………４件 
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  議第１５２号  農用地利用集積等促進計画（案）に対する農業委員会の意見決定について 

          ………………………………………………………………………………１８件 

７．その他の事項 

８．報告事項 

９．農業委員会事務局職員 

    事 務 局 長  二 宮 弘 明      事 務 局 次 長 兼 農 地 係 長  山 口   充 

    主   任  小 関 陽 香      主   事  齋 藤 一 哉 
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事務局長 大変お疲れさまです。 

ただいまより第３４回高畠町農業委員会総会を開会いたします。 

初めに、高畠町農業委員会憲章唱和を行います。佐藤職務代理者、よろし

くお願いいたします。皆様、ご起立お願いいたします。 

 

 （高畠町農業委員会憲章唱和） 

 

事務局長 ありがとうございました。ご着席ください。 

山口会長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 

 

山口会長 【会長挨拶】 

 

事務局長 ありがとうございました。 

本日の欠席者の届出について、ご報告いたします。１０番菅野仁一委員、

１１番高橋 稔委員、１３番安部春一委員の３名より欠席の届出がございま

したので、ご報告いたします。したがいまして、出席委員は１６名中１３名

で定足数に達しております。 

それでは、高畠町農業委員会総会会議規則第５条第１項により、議長は会

長が務めることになっておりますので、以降の議事進行は山口会長にお願い

いたします。会長、お願いいたします。 

 

議 長 それでは、議事に入ります。 

最初に、議事録署名委員の指名についてでありますが、会議規則に基づ

き、４番髙梨修一委員、９番黒田雅幸委員にお願いいたします。 

なお、会議書記については事務局職員の齋藤主事を指名いたします。 

 

議 長 次に、日程第２、会期の決定を行います。 

本総会の会期は、本日１日限りといたします。 

 

議 長 次に、日程第３、報第５４号「新規就農者の申出について」３件を議題と
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いたします。 

事務局の説明を求めます。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について報告いたします。 

１、２ページをご覧ください。 

 

【報第５４号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 ただいまの件で発言のある方はございますか。 

 

 （発言なし） 

 

議 長 特に発言はないようですので、以上で報第５４号を終わります。 

 

議 長 次に、日程第４、報第５５号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」２４件を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について報告いたします。 

 

【報第５５号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 ただいまの件で発言のある方いますか。 

 

 （発言なし） 

 

議 長 これにつきましても発言はないようですので、以上で報第５５号を終わり

ます。 
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議 長 次に、日程第５、議第１４９号「農地法第３条第１項の規定による所有権

の移転許可申請に対する農業委員会の許可について」１９件を議題といたし

ます。 

初めに、１５ページの７４番の１件を議題とします。 

 

議 長 担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第１４９号、７４番を議案書をもとに朗読】 

 

【現地調査結果を報告】 

 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方いらっしゃいますか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 
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議 長 次に、残りの１８件を議題といたします。 

担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第１４９号、残りの１８件を議案書をもとに朗読】 

 

【現地調査結果を報告】 

 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方いらっしゃいますか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 特にないようですので、質疑を打ち切ります。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、日程第６、議第１５０号「農地法第３条第１項の規定による賃貸借

権の設定移転許可申請に対する農業委員会の許可について」３２件を議題と

いたします。 

初めに、１７ページの１８０番を議題といたします。 
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議 長 担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第１５０号、１８０番を議案書をもとに朗読】 

 

【現地調査結果を報告】 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方いらっしゃいますか。 

１８条は面積的に若干足りないんですけれども、足りない面積について

は、そのままということで理解していいのかどうか、確認させてください。

小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 解約された土地は、ここから離れた場所もありました。こ

この場所については、○○のそば、○○の自宅のそばの田んぼになります。

その場所については今回、賃貸借契約を結んでおります。 

離れた場所は、川の向こう側にある農地なんですが、そちらについては借

手がまだいない状態になっております。 

以上です。 

 

議 長 そうすると申請番号は、貸し借り、そのほかになったというのは何番、何

番ですか。 

 

番 外 《小関主任》 ○○さんが借りたのは、こちらの土地だけになります。ほ

かの場所については、借手が見つかっていません。 

 

議 長 そのような内容ですので、ご理解をお願いします。 

そのほか、ありますか。 
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 （質問、意見なし） 

 

議 長 ないようですので、質疑を打ち切ります。 

採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、残りの３１件を議題といたします。 

担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第１５０号、残りの３１件を議案書をもとに朗読】 

 

【現地調査結果を報告】 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。質疑の方いらっしゃいますか。９番黒田委員。 

 

９ 番 ９番です。 

１９０番の案件なんですけれども、樹園地なんですけれども、賃借料が

１０アール当たり○○円ということで、非常に高いわけですけれども、何

かその辺の理由があれば、お聞かせお願いしたいと思います。 
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議 長 小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 １９０番の賃借料については、事務局のほうでも、桁が１

桁多い気がして確認したんですが、間違いないということでした。高額にな

った理由については、シャインマスカットだからと聞いております。 

以上です。 

 

議 長 よろしいですか、９番。 

 

９ 番 私、よく分からないんですけれども、シャインマスカットというのは、何

か結構、値段も高くてというのはあるわけですけれども、○○円も賃借料を

取れるほど、もうかるものなんですか。誰か作っている人がいれば、参考ま

でに教えてください。 

 

議 長 どなたかいますか。シャインマスカット、もうかるそうだということで。

８番、どうですか、賃借料は。 

 

８ 番 もうかるのではないかなと思います。結構高額で売り買いされている方

も、いらっしゃいます。 

 

議 長 妥当ですか、○○円は。 

 

８ 番 ちょっと高いのではないかなとは思います。 

 

議 長 そんな内容だそうです。 

そのほか、ございますか。１４番。 

 

１４番 １４番です。 
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安いので、ちょっと質問したいのがあったんですが、１８４番から１８７

番の賃借料が、○○円とか○○円ということになっているんですけれども、

これはちょっと安過ぎるのではないかなと思ったんですが、どうなんでしょ

うか。 

 

議 長 小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 こちらの金額についても、事務局で確認しました。未整理

地で耕作がなかなか不便な場所なので、この額でと聞いております。 

なお、こちらについては、１８４番の地主さんからなんですが、昨年１８

条で解約が出ておりまして、新たな耕作者を探してほしいということで、農

業委員、推進委員さんのほうに探してもらっていたんですが、なかなか借手

が見つからない状況でした。その中で、近くを作っている、今回出てきた賃

借人の方に無理をというわけではないんですが、ここまで全部一緒に作って

くれということで話があって、ようやく決まった案件になります。 

以上です。 

 

議 長 そのような内容のようですけれども、よろしいですか。 

そのほか、ありますか。 

ちょっと教えてもらいたいんですけれども、申請番号の１９７番、これ親

子ですか。小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 違います。 

 

議 長 分かりました。 

そのほか。 

 

 （質問、意見なし） 
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議 長 ないようですので、質疑を打切りさせていただきます。 

それでは、採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております案件について、原案のとおり決定するにご

異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、日程第７、議第１５１号「農地法第３条第１項の規定による使用貸

借権の設定移転許可申請に対する農業委員会の許可について」４件を議題と

いたします。 

担当地区推進委員からの現地調査の報告を含め、事務局の説明を求めま

す。・・・小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ただいまの件について説明いたします。 

 

【議第１５１号を議案書をもとに朗読】 

 

【現地調査結果を報告】 

議 長 以上で説明、報告が終わりました。これより議案に対する質疑に入りま

す。どなたかいらっしゃいますか。黒田委員。 

 

９ 番 ９番です。 

使用貸借ということで、ただでお貸しするということですけれども、内容

を見ると、ご親戚でもないようですし、耕作不便とか、そういったことがあ

って使用貸借ということになるんでしょうけれども、やっぱりそういうの

が、これからどんどん出てくるという見通しなんでしょうかね。 
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山際でイノシシ被害があるところなんかですと、今までも使用貸借という

のは出てきていたようですけれども、今回のやつは、○○は別にして、そう

いうところでもないようですけれども、やっぱり平地でも、そういったもの

がこれからどんどん増えてくるというか、そういうことになるんでしょう

か。 

 

議 長 次長。 

 

番 外 《山口次長》 まず、私のほうから１３、１４、１５番につきまして、こ

こを受付させてもらったので、こちらの内容についてご説明させていただき

たいと思います。 

こちらにつきましては、以前まで○○さんという方が耕作していたんです

けれども、農地集約のために、それを理由にここを解約して、違うところに

農地を集めているという現状でございました。ここが空いたものですから、

所有者、こちらの方が１５番の借受人、こちら面識ありまして、１５番の借

受人の○○さんに作る人を探してくれということで依頼があったそうです。

○○さんが動きまして、１３番、１４番、こちらの賃借人に当たって、よう

やく、ここを作ることを引き受けていただいたと。 

１５番につきましては、自ら作ることになったんですけれども、いずれに

せよ、この３件につきましては基盤整備が入っていないところで、場所につ

いては○○線になりますけれども、○○学校より西側、○○線の北側に位置

する田んぼになっておりまして、基盤整備はなっておらず、あと農道なんか

も大分狭いところで、もしくは農道で行けないところもあるところでした。

部分的に、ぬかるところもあって、１３番、１４番については、それについ

ては客土が必要だということで経費がかかるので、これについては賃貸借は

なしでという話になったそうです。 

１５番につきましては低い土地だったもので、ここも客土をしてソバの作

付をするということで、これも経費を考慮して賃貸借ではなくて使用貸借で

契約をするということで、今回この３件は上がってきたところです。 
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１６番については、小関のほうから説明させていただきます。 

 

議 長 お願いします。 

 

番 外 《小関主任》 詳しいことはお聞きしておりません。 

以上です。（「会長、いいですか」の声あり） 

 

議 長 局長。 

 

番 外 《二宮局長》 では最後に、ご質問がありました今後こういった使用貸借

権増えるのかということについて私のほうから考えをお答えさせていただき

たいと思います。 

これまでも使用貸借権、いわゆる農業者年金の親子間の契約ではなくて、

親戚でもない方との契約というのは、これまでも何件か出てきておりまし

た。 

あと、先ほどの賃貸借権設定の中でも○○円あるいは先月にも○○円とい

う契約もあったかと思いますけれども、非常に低額な、そしてあるいは今回

のように実質無償というところもありまして、やはり荒らすくらいだったら

無償でもいいから作っていただきたいというのが地主さん、そういう思いの

方が多いのではないかなとは、こちらで捉えております。 

ですので今後も、件数がどのくらい増えるかという部分については予測は

できませんけれども、十分こういったことは予想されるのかなとは、こちら

では考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

議 長 今、いろいろ説明がありました。９番黒田委員。 

 

９ 番 分かりました。考えてみますと、１３から１５までは、私、○○さんのと

ころにシルバーで行ったときに田植をしていたものですから、確かにかなり
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不便な土地だなと感じてきた、そのような土地だったように記憶していま

す。 

以上です。分かりました。 

 

議 長 この申請番号１３、１４番については、１８条は関係ないということで。 

あと、１５番ですけれども、この土地の所在は○○の辺りになるのです

か。小関主任。 

 

番 外 《小関主任》 ○○のそばの土地になります。○○まで行かずに、もっと

東側で、○○のほうの集落に入っていくところの少し東側の土地になりま

す。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 それでは、ないようですので質疑を打ち切ります。 

それでは、採決します。 

 

議 長 ただいま議題となっております議第１５１号について、原案のとおり決定

するにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 次に、日程第８、議第１５２号「農用地利用集積等促進計画（案）に対す

る農業委員会の意見決定について」１８件を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。・・・齋藤主事。 

 

番 外 《齋藤主事》 ただいまの件について、ご説明いたします。 



 - 15 - 

 

【議第１５２号を議案書をもとに朗読】 

 

議 長 以上で説明が終わりました。これより議案に対する質疑に入ります。質疑

の方いらっしゃいますか。１５番萩原委員。 

 

１５番 １５番です。 

２６ページの申請番号２５番についてなんですけれども、○○という住所

になっていますけれども、大体どの辺かということ、もしお知らせいただけ

れば。 

 

議 長 ○○は、どの辺のところに所在なっているか。 

では、１２番。 

 

１２番 １２番です。 

多分ですけれども、ちょうど側道のすぐ脇にある○○のちょうどすぐ陰、

高速道路側道のすぐ脇の基盤整備されたところだと思います。ちょうど三角

になっているところかな。○○さんの田は、多分そこだと思います。 

以上です。（「ありがとうございます」の声あり） 

 

議 長 萩原委員。 

 

１５番 というのも、○○という住所が、○○川を渡って○○側にも実はありまし

て、○○さんの農地も、うちのちょうど田んぼの隣なんですけれども、ちょ

っと耕作放棄になっているような圃場がありましたので、質問させていただ

きました。 

 

議 長 ぜひ借りて、使用貸借でいいですから、耕作していただければありがたい

と思います。 
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そのほか、気づいた点ありますか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

議 長 それでは、ないようですので質疑を打切りさせていただきます。 

採決いたします。 

 

議 長 ただいま議題となっております議第１５２号について、原案のとおり決定

するにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

議 長 異議なしと認め、原案のとおり決定いたしました。 

 

議 長 続いて、議案については終了いたしましたので、報告事項並びに今後の

日程説明に入ります。 

最初に、二宮局長、お願いします。 

 

番 外 《二宮局長》  

 

【報告事項並びに今後の日程説明】 

 

議 長 続きまして、農地専門委員会委員長報告。７番齋藤真徳委員長。 

 

７ 番 【報告事項並びに今後の日程説明】 

 

議 長 その他ございませんか。 

ないようですので、以上で本日の総会を閉会といたします。 

 


